
児童虐待防止対策について  

厚生労働省 雇用均等■児童家庭局   





第1次報告  第2次報告  第3次報告  第4次報告  第5次報告  

（H15．7．1～H15．12．31）    （H16．1．1～H16．12．31）    （H17．1．1～H17．12．31）    （H18．1．1～H18．12．31）  （H19．1．1～H20．3．31）  

心中以   心中   心中以  
心中   

心中以  
心中   

心中以  
心中   

外  
計  心中以 外  心中   計  

外  
計  

外  
計  

外  
計   

例 数  24  24   48   5   53   51   19   70   52   48   100   73   42   

25   50   8   58   56   30   86   61   65   126   78   64   人 数  25  

※ 第1次報告から第5次報告までの子ども虐待による死亡事例等 の検証結果幸          艮告よリ  115                                 142  



‾   

身体的虐待   ネグレクト   性的虐待   心理的虐待   総 数  

平成11年度   5，973（51‘3％）   3，441（29．6％）   590（5．1％）   1，627（14．0％）   11，631（100．0％）   

平成12年度   8877（501％）   6318（35．6％）   754（4、3％）   1，776（10．0％）   17，725（100．0％）   

平成13年度   10，828（46．5％）   8β04（37く8％）   778（3．3％）   2β64（12．3％）  23，274（100，0％）   

平成14年度   10，932（46．1％）   8β40（37．7％）   820（3．5％）   3，046（12．8％）  23，738（100．0％）   

平成15年度   1乙022（45．2％）   10，140（38，2％）   876（3．3％）   3，531（13．3％）  26，569（100．0％）   

平成16年度   14，881（44．6％）   12，263（36．7％）   1，048（3．1％）   5，216（15．6％）  33，408（100．0％）   

平成17年度   14，712（42．7％）   12，911（37，5％）   1，052（3．1％）   5，797（16．8％）  34，472（100．0％）   

平成18年度   15，364（41．2％）   14，365（38．5％）   1，180（3．2％）   6，414（17．2％）  37，323（100．0％）   

平成19年度   略296（40．1％）   15，429（38．0％）   1，293（3．2％）   7，621（18．8％）   40，639（100．0％）   

平成20年度   16，343（38．3％）  15，905（37．3％）   1，324（3．1％）   9，092（21．3％）  42β64（100．0％）  



主たる虐待者の推移  
○ 実母が60．5％と最も多く、次いで実父が24．9％となっている。  

実 父   実父以外の父   実 母   実母以外の母   その他  

平成11年度  2，908（25．0％）   815（7．0％）   6，750（58．0％）   269（2．3％）  889（7．7％）   11，631（100，0％）  総 数  
平成12年度   4，205（23．7％）  1，194（6．7チら）  10，833（61．1％）  311（1．8％）  い，182（6調） 1 
平成13年度   毒，495（6．4％）   

平成14年度   5，329（22．5％）  ‾】，597（6．7％）  15，014（63．2％）  369（1．6％）  毒1，429（6．0％）  23，738（100．0％）  
平成’15年度   5，527（20．8％）  1β45（6，2％）  16，702（62．8％）  471（1．8％）   2，224（8．4％）  26，569（100．0％）  

平成16年度   6，969（20．9％）  2，130（6，4％）  20，864（62．4％）  499（1．5％）   2，946（8．8％）  33，408（100．0％）  

平成17年度   7β76（23．1％）  2，093（6．1％）  21，074（61．1％）  591（1．7％）   2，738（7．9％）  34，472（100．0％）  

平成18年度   8，220（22．0％）  2，414（6．5％）  23，442（62．8％）  655（1．8％）   2，592（6．9％）  37，323（100．0％）  

平成19年度   9，203（22．6％）  2，569（6．3％）  25，359（62．4％）   583（1．4ケ昌）   2，925（7．2％）  40，639（100．0％）  

平成20年度  10，632（24．9％）  2，823（6．6％）  25β07（60．5％）  539（1．3％）   2β63（6．7％）  42，664（100．0％）  

※ その他には、祖父母、伯父伯母等が含まれる。  
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虐待を受けた子どもの年齢構成の推移  
○ 小学生が37．1％と最も多く、次いで3歳から学齢前児童が23．9％、0歳から3歳未満が18．1％である。   

なお、小学校入学前の子どもの合計は、42．0％となっており、高い割合を占めている。  

○歳～3歳未満  3歳～学齢前児童   小 学 生   中 学 生   高校生・その他   総 数   

平成11年度   2，393（20．6％）  3，370（29．0％）  4，021（34．5％）  1，266（10．9％）   581（5．0％）  11，631（100。0％）   

平成12年度   3，522（19．9％）  5，147（29．0％）  6，235（35．2％）  1，957（11．0％）   864（4．9％）  17，725（100．0％）   

平成13年度   4，748（20．4％）  6，847（29．4％）  8，337（35．8％）  2，431（10．5％）   911（3．9％）  23，274（100．0％）   

平成14年度   4，940（20．8％）  6，928（29．2％）  8，380（35．3％）  2月95（10．5％）】  i  

平成15年度   5，346（20．1％）  7，238（27．3％）  9，708（36．5％）  3，116（11．7％）   1，161（4．4％）  26，569（100．0％）   
平成16年度   6，479（19．4％）  8，776（26．3％）  12，483（37．49も）  4，187（12】5％）   1，483（4．4％）  33，408（100．0％）   

平成17年度   6，361（18．5％）  8，781（25．5％）  13，024（37．8％）  4，620（13．4％）   1，686（4．9％）  34，472（100．0％）   

平成18年度   6，449（17．3％）  9，334（25．0％）  14，467（38．8％）  5，201（13．9％）   1，872（5．0％）  37，323（100．0％）   

平成19年度   7，422（18．3％）  9，727（23．9％）  15，499（38．1％）  5，889（14．5％）   2，102（5．2％）  40，639（100．0％）   

平成20年度  7，728（18．1％）  10，211（23．9％）  15，814（37．1％）  6，261（14．7％）   2，650（6．2％）  42，664（100．0％）   995（4t2％）  23，738（‘100．0％）  
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児童相談所の概要  
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都道府県・指定都市及び児童相談所設置市（横須賀市・金沢市）  

全国に201か所（平成21年5月1日現在）設置されている。  

3 業務  
（手 相談、調査、診断、判定、援助決定   

②在宅指導、児童福祉施設入所措置、里親委託等   
③ 一時保護 等  

4：線量  
児童相談所に置くべき職種は、児童相談所の規模によっても異なるが、  

所長のほか、児童福祉司、精神科医（嘱託可）、児童心理司等が中心的職種である。  

（平成21年4月1日現在、児童福祉司2，428人。）  

川と主な内容  

協彦護相談■■■保護者の家出、失踪、死亡、入院等による養育困難、虐待、養子縁組等に関する   
② 保健相談・・■未熟児、疾患等に関する相談   

③障害相談＝・肢体不自由、視聴覚障・言語発達・重症心身■知的障害、自閉症等に関する相談   
④ 非行相談‥－ぐ犯行為や問題行動のある子どもに等に関する相談   
⑤ 育成相談・・・家庭内のしつけ、不登校、進学適性等に関する相談  

⑥ その他  
＿＿＿、 二子＿＿   



一時保護所の概要  
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 受置され、虐待、置去り、非行などの  

全国に124か所（平成21年5月1日現在）設置されている。  

3・一膝侯謹の具体例  
（1）緊急保護   

ア 棄児、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する  
必要がある場合   

イ 虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭からⅦ時引き離す必要がある場合   
り 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合  

（2）行動観察  

適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う  
必要がある場合  

（3）短期入所指導   

的
判
 
 

腰
紐
 
て
で
 
 

つ
当
 
 

上
等
 
廿
 

境
 
ン
環
 
 

、
吐
工
 
 

短期間の心 に遠隔又は子  
断される場  

（平成20年度件数）  

総 数   養 護  （うち、虐待）   障 害   非 行   育 成   その他   

19，220   14，164 （7，674）   181   2，967   1，685   223  



・調査及び診断の  て各種診断を基に  

ケースの総合的判  
方針、安全確認の  

○援助方針会議に  ・児童福祉司指導   

ヽ  
一児童委員指導等  

担当者、受付相談  

：・その他の診断  

■ケースの緊急性  ○面会・通信の制限  

保護者・子どもとの：  

・調査等の方針決  
面接、観察、生活：  
環境調査、照会、：  

○児童記録票の作  

成（きょうだいの場  

畠  暮   

●  






